
四日市市告示第１７９号 

 四日市市インスペクション補助金交付要綱を次のように定める。 

  令和３年３月３１日 

四日市市長 森 智広 

 

四日市市インスペクション補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、四日市市空き家・空き地バンク制度（以下「空き家・空き地バン

ク」という。）を活用しやすい環境づくりを図るため、予算の範囲内において空き家・

空き地バンクに登録する空き家へのインスペクション（建物状況調査）にかかる費用

を助成することに関し、四日市市補助金等交付規則（昭和５７年四日市市規則第１号）

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところ

による。 

(1) 空き家 市内に存する専用住宅又は併用住宅のうち、現に使用していないもの

（建築後使用されたことのない専用住宅等は除く。）又は今後使用しなくなる予定

であるものをいう。 

(2) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利を有し、当該空き家の売却又は賃貸

を行うことができる権利を有している者をいう。 

(3) 空き家・空き地バンク 四日市市空き家・空き地バンク制度実施要綱（令和３

年四日市市告示１７６号）第２条第１項第５号に規定する空き家・空き地バンクを

いう。 

(4) インスペクション 目視等を中心とした非破壊検査による建物の現況調査を行

い、構造の安全性や日常生活上の支障があると考えられる劣化事象の有無を把握す

るもの 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号に掲げる全ての要件を満たすものと

する。 

(1) 空き家・空き地バンクに空き家を登録した所有者または登録を予定している所

有者であること。 

(2) 所有者が市町村税を滞納していないこと。 

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第２

条第６号に規定する暴力団員でないこと。 

（補助対象の空き家） 

第４条 補助金の交付の対象となる空き家は、次に掲げる要件をすべて満たすものとす



る。 

(1) 四日市市空き家・空き地バンク制度実施要綱（令和３年四日市市告示第１７６

号）第４条第１項の規定により空き家・空き地バンクに登録されているもの又は登

録を予定しているものであること。 

(2) 空き家・空き地バンクに登録し、１年以上掲載するものであること。ただし、

成約した場合はその限りではない。 

（補助金の額等） 

第５条 補助金の額は、インスペクションにかかる費用（１，０００円未満の端数が生

じた場合は、これを切り捨てた額）とする。ただし、８万円を限度とする。 

２ 補助金の交付は、空き家・空き地バンク登録物件に係る同一所有者について１回限

りとする。 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする申請者（以下「申請者」という。）は、四日市

市インスペクション補助金交付申請書(第 1号様式)に、次に掲げる書類を添付し、イ

ンスペクションの着手前に市長に提出しなければならない。 

(1) 空き家の所有者を確認できる書類 

(2) インスペクションの見積書の写し等調査内容・調査費がわかる書類 

(3) 市町村税の滞納がないことの証明書（発行日から３月以内のもの） 

(4) 誓約書 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の交付決定） 

第７条 市長は、前条の規定に基づく交付申請があった場合は、その内容を審査し、補

助することが適当と認めたときは、交付を決定し、四日市市インスペクション補助金

交付決定通知書(第２号様式)により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付を決定する場合において、補助金の交付の目的を達成するた

めに必要があると認めたときは、条件を付することができる。 

（補助金交付変更の申請等） 

第８条 補助金の交付決定を受けた者（以下「決定者」という。）が、インスペクショ

ンの内容、その他事項の変更（軽微な変更を除く。）をしようとするとき、又はイン

スペクションを中止しようとするときは、あらかじめ四日市市インスペクション補助

金変更交付申請書(第３号様式)にその内容が確認できる必要書類を添えて市長に提

出しなければならない。 

２ 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認め

られる場合であって、補助対象費用の２０パーセント以内の変更をいう。 

３ 市長は、第１項の補助金変更交付申請書を受理したときは、変更内容を審査し、適

当と認めたときは、第７条による決定を変更し、四日市市インスペクション補助金変



更交付決定通知書（第４号様式）により決定者に通知する。 

（認定及び決定の取消等） 

第９条 市長は、決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交

付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、補助金が既に

交付されているときは、市長は、期限を定め、決定者にその全部又は一部の返還を命

じる。 

(1) 第３条及び第４条に規定する補助金の交付要件を喪失したとき。 

(2) 四日市市補助金等交付規則、この要綱又は補助金の交付の決定をするときに付

した条件若しくは市長の指示に違反したとき。 

(3) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。 

(4) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。 

(5) 補助事業に関する申請、報告等について不正な行為があったとき。 

(6) その他補助金の使用が不適切であると市長が認めたとき。 

（実績報告書） 

第１０条 決定者は、インスペクションが完了し、空き家・空き地バンクに空き家を登

録又はインスペクションに係る登録内容の変更登録を行ったときは、登録日から起算

して３０日以内又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日までに、四日市市インス

ペクション補助金実績報告書(第５号様式)に、次の各号に掲げる書類を添付して、市

長に提出しなければならない。 

(1) インスペクションの契約書の写し 

(2) インスペクションに要した費用にかかる請求明細書及び支払額を証する領収書

の写し 

(3) 四日市市空き家・空き地バンク登録完了通知書の写し又は四日市市空き家・空

き地バンク登録変更届出書の写し 

(4) その他市長が必要と認める書類 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の規定による実績報告書を受理した場合において、その内容を

審査のうえ、適正と認めたときは、補助金の額を確定し、四日市市インスペクション

補助金確定通知書(第６号様式)により決定者に通知するものとする。 

（補助金の請求） 

第１２条 決定者は、前条の確定通知を受けた日から起算して１０日以内に、四日市市

インスペクション補助金支払請求書（第７号様式）により、市長に補助金の交付を請

求するものとする。 

（関係書類の整備)） 

第１３条 補助金の交付を受けた者は、補助事業に係る関係書類を整備して、当該補助

事業完了日の属する年度の翌年度の４月１日から起算して５年間保管しなければな



らない。 

２ 補助金の交付を受けた者は、市長が実施する検査に協力しなければならない。 

３ 市長は、補助金の交付を受けた者が、前各項の規定に従わない場合は、補助金を返

還させることができる。 

（補助金の評価） 

第１４条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について

十分に検証するものとする。 

２ 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止、その

他適切な措置を講じるものとする。 

（補則） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

（有効期限） 

２ この要綱は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。 

（都市整備部都市計画課） 



第１号様式（第６条関係） 

  年  月  日 

四日市市長  

申 請 者  住  所  

氏
フリ

  名
ガナ

              

電話番号    （  ）    

 

 

 

四日市市インスペクション補助金交付申請書 

 

四日市市インスペクション補助金交付要綱第６条の規定により、下記のとおり関係書類を

添えて申請します。 
 

記 

１．空き家の概要及び補助金交付申請額等 

空き家の所在地 四日市市 

所有者 
住所  

氏名  

調査費                       円 

補助金申請額                       円 

調査予定時期 年  月 
 

 

２．添付書類 

(1) 空き家の所有者を確認できる書類 

(2) インスペクションの見積書の写し等調査内容・調査費がわかる書類 

(3) 申請者の市町村税の滞納がないことの証明書（発行日から３月以内のもの）  

(4) 誓約書  

(5) その他市長が必要と認める書類 
 
 

 



 

 

 

誓 約 書 

 

  年  月  日 

 

四日市市長 

 

住  所  

氏  名              

電話番号   （  ）   

（申請者が自署しない場合、記名押印してください） 

 

 

 

 四日市市インスペクション補助金の交付申請にあたり、次に掲げる事項について誓約しま

す。 

 

(1) 補助対象の空き家について、四日市市空き家・空き地バンクに１年以上掲載すること。

ただし、成約した場合はその限りではない。 

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員で

ないこと。 



第２号様式（第７条関係） 

 

第     号                         

 年  月  日 

 

      様 

 

四日市市長        □印 

 

四日市市インスペクション補助金交付決定通知書 

 

     年  月  日付けで申請のあった四日市市インスペクション補助金について、

下記のとおり交付することと決定したので、四日市市インスペクション補助金交付要綱第７

条の規定により通知します。 

 

記 

 

１．空き家の所在地  四日市市 

 

２．交付決定額               円 

 

３．交付条件 

（1）四日市市インスペクション補助金交付要綱を遵守すること。 

（2）この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後 5年間保存しておかなければならない。 

（3）この補助金の交付については、後日、市が監査を行うことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注意事項） 

インスペクション（建物状況調査）が完了し、空き家・空き地バンクに空き家を登録又

はインスペクションに係る登録内容の変更登録を行ったときは、登録日から３０日以内又

は登録日の属する年度の３月３１日までのいずれか早い日までに、四日市市インスペクシ

ョン補助金実績報告書を提出すること。



第３号様式（第８条関係） 

 

  年  月  日 

 

四日市市長  

申請者 住  所  

氏
フリ

  名
ガナ

              

電話番号   （  ）    

 

四日市市インスペクション補助金変更交付申請書 

 

     年  月  日付け   第  号  により交付決定を受けた四日市市

インスペクション補助金について、下記のとおりその内容等を変更又は中止したいので、

四日市市インスペクション補助金交付要綱第８条の規定により下記のとおり申請しま

す。 

 

記 

 

１．空き家の所在地  四日市市 

 

２．変更内容 

 

 

 

３．変更交付申請額                円 

前回交付決定額                円 

  変更増減額                  円 

 

４．添付資料 

(1) 変更後の見積書の写し等、変更内容がわかる書類 

(2) その他変更内容が判断できる書類 

(3) 市長が必要と認める書類 



第４号様式（第８条関係） 

   

   第     号 

                              年  月  日 

 

             様 

 

四日市市長          □印 

 

 

四日市市インスペクション補助金変更交付決定通知書 

 

     年  月   日付けで変更申請のあった四日市市インスペクション補助金

については、四日市市インスペクション補助金交付要綱第８条の規定により、下記のと

おり変更して交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１．空き家の所在地  四日市市 

 

２．変更内容 

変更内容は、    年  月  日付け四日市市インスペクション補助金変更

交付申請書の記載のとおりとする。 

 

３．変更交付決定額                円 

前回交付決定額                円 

  変更増減額                  円 

 

４．補助金の交付条件 

（1）四日市市インスペクション補助金交付要綱を遵守すること。 

（2）この補助金の交付に係る関係書類は、事業完了後 5 年間保存しておかなければな

らない。 

（3）この補助金の交付については、後日、市が監査を行うことがある。 

 



第５号様式（第１０条関係） 

    年  月  日 

四日市市長  

住  所 

氏
フリ

  名
ガナ

             

電話番号     （   ）    

 

 

 

四日市市インスペクション補助金実績報告書 

 

     年  月  日付け  第   号  で交付決定を受けた四日市市イン

スペクション補助金について、対象となる検査が完了したので、四日市市インスペクシ

ョン補助金交付要綱第１０条の規定により、下記のとおり実績報告します。 

 

１．空き家の所在地  四日市市 

 

２．インスペクションの完了日       年  月  日 

 

３．添付書類 

(1) インスペクションの契約書の写し 

(2) インスペクションに要した費用にかかる請求明細書及び支払額を証する領収書の

写し 

(3) 四日市市空き家・空き地バンク登録完了通知書の写し又は四日市市空き家・空き地

バンク登録変更届出書の写し 

(4) その他市長が必要と認める書類 

 

 

 



第６号様式（第１１条関係） 

第     号 

年  月  日 

様 

 

四日市市長       □印 

 

四日市市インスペクション補助金交付確定通知書 

 

年   月   日付けで決定した補助金の交付について、下記のとおり

確定したので、四日市市インスペクション補助金交付要綱第１１条の規定により通知し

ます。 

 

 

記 

 

１．空き家の所在地    四日市市 

 

２．交付決定額                      円 

 

３．交付確定額                      円 



第７号様式（第１２条関係） 

    年  月  日 

四日市市長 

住  所 

氏
フリ

  名
ガナ

             

電話番号     （   ）     

（申請者が自署しない場合、記名押印してください） 

 

 

四日市市インスペクション補助金支払請求書 

 

    年  月  日付け  第  号  で交付の額の確定を受けた四日市市イ

ンスペクション補助金について、四日市市インスペクション補助金交付要綱第１２条の

規定により、次のとおり請求します。 

 

記 

 

１．空き家の所在地    四日市市 

 

２．支払請求額                      円 

 

 

 

振

込

先 

 

 

銀行・金庫・組合 

 

 

支店・支所・出張所 

口座種別 口座番号 口座名義人 （カタカナ） 

１ 普通  

２ 当座 

 

 

 

 

 

 

 


